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2.2019年10月1日の消費税率引上げと需要変動の平準化
2019年10月1日の消費税率10%への引上げに当たっては、教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等の拡

充や低所得者への配慮とともに、消費税率の引上げに伴う駆け込み需要・反動減といった経済変動を可能な限り1耶制す
る、とが経済全体にとって有益であることから、以下の取組を進めるとともに、消費税率引上げの必要性やその影響を緩
和する措置などにっいて、国民に分かりやすく広報を行う。

(3)け込み・反'の平準化策
我が国においては、消費税は1989年に導入されて以降、導入時及び税率引上げ時に、一律一斉に価格を引き上げる税

制との認識が広く定着している。これに対し、1960年代から1970年代前半に付加価値税が導入され、税率引上げの経験
を積み重ねてきている欧州諸国では、税率引上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格を設定するかは、事業
者がそれぞれ自由に判断している。このため、税率引上げの日に一律一斉に税込価格の引上げが行われることはなく、
税率引上げ前後に大きな駆け込み需要・反動減も発生していない。
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小規模事業者のIT・決済端末の導入やポイント告小キャッシュレス決済普及を促進する。

(4)耐久消費財対策
、ーことを踏まえ、2019年10月ミ^1 '入2014年4月の消費税率引上げ時に、
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